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Ⅱ 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性管理職（係長相当職以上）のいる事業所は、63.7％（58 事業所）となっています。

管理職に占める女性は 27.3％と男性の 72.7％より非常に低くなっています。 

役職別の女性管理職は、「係長相当職」が 33.8％と最も高く、次いで「事業主・役員」が 31.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 調査の概要 

 １．調査の目的 

小城市内の事業所における男女共同参画及び女性の活躍推進に関する取り組み状況や課題な

どを把握し、男女共同参画社会の実現に向けた今後の施策検討の基礎資料とする。 

 2．調査の実施方法 

  （1）調査方法 調査票による郵送調査 

  （2）調査期間 平成 30 年 2 月 13日～平成 30 年 2 月 28日 

  （3）調査対象 小城市内の事業所（従業員数概ね 10 人以上） 

  （4）回収結果 230 事業所中 91 事業所（有効回答率 39.57％） 

 

１．主な業種区分は？  
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3.3% 
20.9% 

1.1% 

6.6% 
9.9% 

3.3% 

0.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=91） 

建設業 製造業 
電気・ガス・水道業 情報通信業 
運輸業 卸売・小売業 
金融・保険業 不動産業 
飲食店・宿泊業 医療、福祉 
教育、学習支援 複合サービス業（郵便局、協同組合） 
サービス業 その他 
無回答 

2．女性管理職（係長相当職以上）は？ 

いる,  

63.7
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いな

い, 

34.1

% 

無回

答,  
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(問 1)  

(問 4)  

（n=91） 
区分 総数 男性 女性 比率

事業主・役員 206人 142人 64人 31.1%

部長相当職 146人 115人 31人 21.2%

課長相当職 192人 152人 40人 20.8%

係長相当職 210人 139人 71人 33.8%

合計 754人 548人 206人 27.3%
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 「業務に必要な知識や能力開発のための教育・研修を性別に関係なく実施している」が 58.2％

と最も高く、次いで「仕事と家庭の両立のため、長時間労働の縮減や多様な働き方の実現などの

制度整備をしている」57.1％、「給与や昇進などにおいて男女を等しく処遇している」56.0％

の順となっています。 

 

 

 

「管理職などになることを望まない女性が多い」が 34.1％で最も高く、次いで「女性が勤務

できる業務・職種が限られている」30.8％、「管理職になると状況によって長時間や夜遅くまで

の勤務が必要となる」17.6％の順となっていますが、「特に課題は無い」も 17.6％と比較的高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.2% 

57.1% 

56.0% 
33.0% 

29.7% 

17.6% 

16.5% 

14.3% 

8.8% 

8.8% 

4.4% 

3.3% 

1.1% 

0.0% 

0% 20% 40% 60%

業務に必要な知識や能力開発のための教育・研修を性別に
関係なく実施している 

仕事と家庭の両立のため、長時間労働の縮減や多様な働き
方の実現などの制度整備をしている 

給与や昇進などにおいて男女を等しく処遇している 

女性従業員の非正規雇用から正規雇用への登用を行ってい
る 

アンケートや個別面談を通じて得られた従業員の声を職場
環境の改善に活かしている 

女性管理職への登用を積極的に行っている 

女性の登用の重要性について、管理職や従業員に研修など
の意識啓発を行っている 

女性活躍に関する担当部署、担当者を設けるなど、事業所
内で推進体制を整備している 

女性が少ない職場・職種に女性従業員を積極的に採用して
いる 

取り組んでいない 

取り組む必要性を感じない 

無回答 

その他 

女性従業員がいない 

3．女性の活躍推進に向けての取り組みは？ 

４．女性の登用・活躍推進でどんな課題がある？ 

（n=91） 

34.1% 

30.8% 

17.6% 

17.6% 

15.4% 

13.2% 

8.8% 

7.7% 

5.5% 

4.4% 

4.4% 

2.2% 

1.1% 

0% 10% 20% 30% 40%

管理職などになることを望まない女性が多い 

女性が勤務できる業務・職種が限られている 

管理職になると状況によって長時間や夜遅くまでの勤務が必
要となる 

特に課題は無い 

女性は勤続年数が短く、管理職になる前に退職する 

従業員に女性が少ない、または女性がいない 

管理職や男性従業員の認識・理解が不十分である 

無回答 

事業所内の体制整備の負担が大きい 

取引先や顧客の認識・理解が不十分である 

わからない 

女性の活躍推進の取り組み方がわからない 

その他 

（n=91） 

(問 8)  

(問 6)  
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 「実施している」では、「所定外労働時間（残業）の免除または制限」が 56.0％で最も高く、

次いで「短時間勤務制度」、「始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ」が 44.0％となっています。 

 

 

 

 

「休業期間中の代替要員の確保が難しく、他の従業員の業務負担が重くなる」が 59.3％と最

も高く、「育児・介護支援などに関する管理職の理解が不足している」が 4.4％で最も低くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.0% 

6.6% 

44.0% 

56.0% 

0.0% 

38.5% 

9.9% 

2.2% 

34.1% 

4.4% 

34.1% 

64.8% 

36.3% 

27.5% 

72.5% 

33.0% 

59.3% 

64.8% 

34.1% 

2.2% 

6.6% 

5.5% 

6.6% 

4.4% 

2.2% 

4.4% 

7.7% 

6.6% 

9.9% 

0.0% 

15.4% 

23.1% 

13.2% 

12.1% 

25.3% 

24.2% 

23.1% 

26.4% 

22.0% 

93.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

短時間勤務制度 

フレックスタイム制度 

始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ 

所定外労働時間（残業）の免除、または制限 

在宅勤務制度 

子どもの看護休暇制度 

育児・介護休業中の従業員への経済的支援 

事業所内保育施設の設置 

育児や介護などが理由で退職した従業員の再雇用 

その他 

実施している 実施していない 検討中 無回答 

６．育児や介護休業制度を活用する上での課題は？ 

５．育児や介護を行う従業員への支援は？ 

59.3% 

26.4% 

18.7% 

18.7% 

12.1% 

11.0% 

8.8% 

6.6% 

6.6% 

5.5% 

5.5% 

5.5% 

4.4% 

0.0% 

0% 20% 40% 60%

休業期間中の代替要員の確保が難しく、他の従業員の
業務負担が重くなる 

年次有給休暇などを含め、事業所全体で休暇取得率が
低い 

休業制度を導入することにより、コストが増大する 

休業期間中の経済的不安のため、休業を望まない従業
員が多い 

特に課題はない 

育児・介護に取り組んでいない従業員が多い 

育児・介護給料を取りづらい雰囲気がある 

休業制度に対する知識やノウハウ不足により制度の運
用が難しい 

育児や介護は女性の役割であり、男性は仕事を第一に
考えるべきだという雰囲気がある 

仕事と育児・介護の良質支援の効果が事業所として、
数値等で把握しにくい 

わからない 

無回答 

育児・介護支援などに関する管理職の理解が不足して
いる 

その他 
（n=91） 

(問 13)  

(問 14)  

（n=91） 
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「知っているが、特に取り組んでいない」が 54.9％と最も高く、次いで「すでに取り組んで

いる」が 19.8％となっています。約 4 分の 1の事業所で「すでに取り組んでいる」、「近々、

取り組みを始める予定である」と回答している中、「ワーク・ライフ・バランスに関しては初め

て知った」が 15.4％と比較的高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「セクシャル・ハラスメント」や「パワー・ハラスメント」の認知は 80％を超え、「マタニ

ティ・ハラスメント」も 73.7％と比較的高くなっていますが、「パタニティ・ハラスメント」

は 44％と他に比べて低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 「保育施設や放課後児童クラブなどの子育て環境の充実」が 48.4％で最も高く、次いで「子

育て家庭に対する経済的支援や相談体制の充実」47.3％、「高齢者や障がい者のための施設や介

護サービスの充実」46.2％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．ハラスメントに対する共通理解は？ 

７．「ワーク・ライフ・バランス」の取り組みは？ 

９．女性の活躍やワーク・ライフ・バランスの推進で、市に望む取り組みや支援は？ 

19.8% 4.4% 54.9% 15.4% 

0.0% 

5.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=91） 

すでに取り組んでいる 近々、取り組みを始める予定である 

知っているが、特に取り組んでいない ワーク・ライフ・バランスに関しては初めて知った 

ワーク・ライフ・バランスには反対だ 無回答 

39.6% 

38.5% 

27.5% 

19.8% 

41.8% 

41.8% 

46.2% 

24.2% 

6.6% 

7.7% 

12.1% 

31.9% 

9.9% 

9.9% 

12.1% 

20.9% 

2.2% 

2.2% 

2.2% 

3.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

セクシャル・ハラスメント 

パワー・ハラスメント 

マタニティ・ハラスメント 

パタニティ・ハラスメント 

理解されていると思う ほぼ理解されていると思う あまり理解されていないと思う 
わからない 無回答 

48.4% 

47.3% 

46.2% 

31.9% 

17.6% 

15.4% 

15.4% 

13.2% 

12.1% 

9.9% 

5.5% 

1.1% 

0% 20% 40% 60%

保育施設や放課後児童クラブなどの子育て環境の充実 

子育て家庭に対する経済的支援や相談体制の充実 

高齢者や障がい者のための施設や介護サービスの充実 

積極的に取り組む事業所に対する奨励金・助成金など
の支給 

ホームページやパンフレットなどによる制度や事例の
情報提供や広報啓発 

事業所へのセミナーや研修会などの開催 

出産や育児による退職後の再就職のため、職業能力の
開発や向上のための講座やセミナーの開催 

無回答 

仕事と家庭の両立支援や女性の活躍推進等の取り組み
の優良事業所の表彰・PR 

事業所が行う研修会への講師派遣や紹介 

事業所の取り組みに助言を行うアドバイザーや専門家
の派遣 

その他 

(問 17)  

(問 15)  

(問 20)  

（n=91） 

（n=91） 


